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●○ＥＴＣシステムを使用した料金の徴収

有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令 (平成11年建設省令第38号) 第２条

第１項の規定により, 同令第１条に規定する有料道路自動料金収受システム (以下 ｢ＥＴＣシステム｣ という｡) を

使用して道路整備特別措置法 (昭和31年法律第７号) 第２条第５項に規定する料金 (以下 ｢料金｣ という｡) の徴収

を行うことを次のとおり公告する｡

なお, ＥＴＣシステムを使用した料金の徴収は, 東日本高速道路株式会社に委任する｡

平成19年4月23日

茨城県道路公社理事長 橋 本 昌

１ ＥＴＣシステムを使用して高速道路から常陸那珂有料道路へ乗り継ぐ料金所名

常陸那珂本線料金所

２ ＥＴＣシステムを使用して料金の徴収を開始する日時

平成19年４月25日午後２時

３ ＥＴＣシステムの利用規程

平成18年10月23日付け官報 (号外第243号) で公告された東日本高速道路株式会社, 首都高速道路株式会社, 中

日本高速道路株式会社, 西日本高速道路株式会社, 阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社のＥ

ＴＣシステム利用規程による｡
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毎週月・木曜日発行 (緊急事項は号外発行) (定価送料とも１月)休日の場合は繰下発行 金 ３, ０６０円

発 行 茨 城 県

購読申込先 〒310－8555 茨 城 県 水 戸 市 笠 原 町 978 番 ６
茨 城 県 総 務 部 総 務 課

電話番号 029 (301) １１１１ (代)


